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京の景観形成推進プラン中間案について

プラン策定の趣旨について

（ ） 、池田 全体としての雰囲気もあるでしょうが

煮詰めていきたいと思います。

（金田）環境文化という用語が使われています

が、理解し難いので単純に景観と書いた方がよ

いのではないかと思います。あるいは文化的景

観でもいいのですが、とにかく良い景観が一番

いいのではないかと思います。それから次の○

ですが、街並みや建物ばかりで農地のことが全

然入っていません。景観という時には農地の部

分も大事なので、さらに以下のところを少し文

。飾して農耕地や林地も入れて広げて欲しいです

それから、戦後やその後の高度経済成長はそ

の通りですが、全体の流れとしては日本の近代

化とりわけ戦後の復興というのが比較的正確な

フレーズになると思います。

（門内）環境文化のところは「情景は」とあっ

て文学上の話です。その次は建築物、社寺、町

屋の歴史文化の話ですが、その前に自然環境の

話が出てくるので農地についてはその辺のどち

らかに書いていくのでしょうか。文化景観だか

ら３番目にきちんと書いた方がいいですね。そ

の辺の論理のつながりを考えると２番目の歴史

・文化の話がもう少し後に入ってくるのではな

いでしょうか。そういった順序関係やカテゴリ

ーが整理されるといいと思います。

（金田）和歌や絵画で表現された情景は人間の

感覚を通したものなので、客観を客体としての

景観という意味に捉えれば、文章の構造そのも

のはそんなに高度にはならないと思います。

（池田）この自然物をどこに入れるかですね。

（門内）農地は自然と文化の中にありますね。

それからもう一点、５番目の所に都市化社会か

ら都市型社会へとあるのは確かにそうですが、

京都府下で考えた時に都市～という言い方がぴ

たりと当てはまるかどうかが気になります。わ

ざわざそういう書き方で総括する必要があるの

でしょうか。日本全体がオートメーションから

都市エイジングへ移行する都市観が与えられれ

ば安定して都市型ということができます。しか

し、離れている場所があって、その全貌を視野

に入れて考えた時に都市型の都市に目が向き過

ぎているように誤解を受けないかと若干気にな

ります。

（井上）農耕地とともに、海、川、水との関連

が非常に重要になります。

（仲）前回の会議では京都の文化は平安京以前

から生まれただろうという話がありました。特

に古墳が北部には多いですね。平城京から恭仁

京、長岡京、平安京とありますが、平城京より

ももっと前ですね。そういう所がもう少し長い

時間の中で京都府の景観が形成されてきたとい

う風に結びつけたらいいと思います。５つ目の

ところで議論があった都市化社会、都市型社会

について金田先生がおっしゃるように農地を主

体とする風景、景観が京都府の場合は大きな意

味を持ってくる訳ですが、これを持続させよう

とする場合に今までならば市街地化する、都市

。化するということで経済的に生きてきた訳です

しかし、生産風景を追っていくうちに生産を持

続して暮らせる状況が必要となっています。そ

こで新しい社会の姿が求められていて、この最

終的な現在の社会情勢の形で引き継がれている

のではないでしょうか。そのための解決策は後

ろの方の景観まちづくりというのがそれを開い

てくる一つの方向性だという提案になっていて

これと対応するのではないかと思います。

（池田）道路や河川、山並みを忘れず、古墳と

いった全般的なことをどこに盛り込むかがとて

も難しいですね。例えばこういう項目を挟んだ

方がいいという提案があれば一番ありがたいで

す。

（ ） 「 、 」金田 最初の所の頭に 京都府は先史 古墳

を入れて平城京の話にしていただいたらいいと

思います。

（井上）先程の都市型、都市化は少し難解な部

分があります。例えば川を取り上げてみると現

在の川は線型で琵琶湖はウォータータンク、淀

川はウォーターラインという感覚が深くすると
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現在の感覚ではないかと思います。だから川に

水を流す。水が強引に流れて災害が起こるとい

うことになると、ウォーターラインになってし

まいます。川本来の作用が無くなってウォータ

ーラインとして流れています。それがどこかで

景観を阻害している気がします。人間が自然に

対して中途半端に抵抗していることが景観を損

ねていると思います。

（池田）都市型社会、都市化社会が日本全体の

風潮なっています。しかし多様な価値観を模索

する新しい時代それだけではいけないという意

味合いを私はここに入れているつもりです。そ

れから、前回上村委員から京都の景観は国民的

価値のある資産であると話がありましたが、２

つ目の公共資産の所では基本的理念が広がり過

ぎないようにおさえています。

（上村）今仰った事で結構だと思うのですが、

やはり５つ目の「道路河川の社会基盤は、引き

続き整備を行う必要があるもの」の所にもう少

し安心・安全と景観の選択や調和が入るといい

と思います。都市化社会、都市型社会の所で象

徴的に表しているのでしょう。また多様な価値

観という事を背景に置きながら書こうとすると

かなり説明がいるので都市化社会にされている

もの、中途半端な安心・安全よりは景観の方が

大事というのも何が何でも安心・安全というの

も多様な価値観だと思うのですが、景観問題を

考える時にこの委員会で結論を出す必要は無い

のですが、地域に住む人が何を最優先で考える

のかという基準を都市化社会、都市型社会と書

くだけで分かるのかなと思います。やはりここ

の所は本当に多様な価値観があって、その裏に

は経済的合理性、安心・安全、景観の問題があ

るということが「成熟した」の中に込められて

いると思うのですが、もう少し増やしてもいい

と感じます。

現状と課題について

（金田）①に「過剰な看板広告や全国展開する

チェーンストアの立地」という表現があります

が、チェーンストア自体が問題だと取れなくも

ない文章なのでこれは良くないです。問題なの

は自己主張の強い不調和な建物という意味なの

でそういう建物と書けば良いと思います。

②の「景観はまちづくりの総体として」とい

う表現ですが、これは何よりも生業のあり方や

生活のあり方が別にあって、更にまちづくりと

いう発想だと思うので、その生業のあり方等を

加えた方が景観の捉え方としては良いと思いま

す。

④ですが 「建築基準法等～阻害してきた」で、

すが、全体的に景観法自体がそうですが、一方

では良好な景観と言っておきながら一方では景

観という言葉だけで良好な景観を示そうとして

いるような部分があって分かり難い構造の文章

が至る所にあります。時々明確に分かるように

景観法の「良好な景観」という言葉を誤解され

なように入れた方が良いのではないかと思いま

す。

（ ） 、池田 ①は近代建築を否定するものではなく

ここでは伝統的な集落や旧街道における近代建

築ではなく不調和な近代建築でも良いでしょう

し、チェーンストアは全国展開する商業施設の

店舗の立施等の具体的イメージの湧く表現にし

たら良いのではないでしょうか。まちづくりと

なると自然環境が気になりますね。

（深町）景観資源の今後の方向を含めた上で農

山漁村だと生業のあり方も変わっていて、地域

そのものの存続、あるいは廃村という形で成り

立たないような深刻な事態にあります。地域と

成り立たないという景観の問題を、１つの現状

課題の問題の認識としてしっかりと持った上で

記述した方がいいかなと思います。

（事務局）この当たりは③の２番目に入ってい

るのではないでしょうか。

（深町）価値観の共有ということではあるので

すが価値観を共有する前に地域そのものが入っ

ています。地域がある程度あって変わってとい

う中でどうしようかという感じで、そういった

ニュアンスはあるのですが、地域そのものが成

り立たないような深刻な状態にある時にこの景

。観の問題にどう対応していくかということです

（門内）項目が２に新たに加わっていますが印

。象として練りが足りないということがあります

特に①は現状と課題ではどちらを書いているの
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か分かりません。①は変質というと①だけ他の

項目の書き方に比べて変な感じです。例えば府

の特徴である景観資源のあり方としてそれの現

状と課題といった書き方の方が良いのではない

。 「 」 「 」かと思います ①の 観光地におけるの の の

は要らないですね 「全国展開するチェーンスト。

アの立地」という立地はどういう意味なのでし

ょうか。立地というのは近代建築の立地の問題

を指しているのか、近代建築の建物そのものを

指しているのか、建築の構築することを指して

いるのか立地という言葉遣いがよく分かりませ

ん。②のところはまちづくり活動としての総合

的、継続的取り組みというのは基本的に景観法

に基づく話で景観法を設計する時に景観法を作

ったことが良いことか悪いことか分からない面

があって都市計画法の中にビルトインするべき

ものを、建築基準法と都市計画法を変えてしま

うと対応できないのでとりあえず景観法を作っ

た訳です。それではだめなので高さや容積率は

都市計画法の中に入っています。そのすっきり

した形をカバーするために景観まちづくりとい

う言葉を先生達が考案されたのです。そのため

にまちづくり活動としての総合的継続的取り組

みと言わざるをえません。つまり景観形成とい

うと表面的な景対象のリバイバルとしてという

形になってしまうのでまちづくりを入れないと

。法的な仕組みの中ではだめになっているのです

そのために②の項目を入れているのですが、②

の最初の部分のまちづくり活動の総体として視

覚に現れるというのは変なのでやはり人々の暮

らし、命と暮らしの営みの中で生活景観はにじ

み出て来ます。その生活がそのまままちづくり

と連続しているような言い方にしないといけな

いので、まちづくり活動の総体としてという言

い方はやはりおかしいです。しかし、②のねら

いは外さないようにしたいです。それから④の

法律の話ですが「建築基準など全国一律の制度

が個性的な景観形成を阻害してきた面もあり」

とは確かその通りで、要するに建築基準法は195

0年にできました。その時に建築基準法の新しい

ものがなかったので本当はおかしいのですが、

単体規定と集団規定を作りました。1968年に都

市計画法ができるまで18年間に建設省の中に住

宅局ができてそれが力を持ってしまい都市計画

法ができても権限を離さないため、都市計画に

一本化すればよいのに集団化規定で残ってしま

っています。その矛盾がこういう形になってい

るのです。

更に今度の景観法がこれまでの建築基準法と

都市計画法と決定的に違うのは基本的に「良好

な景観」とは何かという基本法的な項目を４つ

か５つ書きました。しかし、それぞれの地域の

良好な景観は条例なり基本計画で決めることと

して具体的には書かないところです。そして各

、地域で景観基本計画を立て景観条例を作ったら

それを法的に法律として認めようとしているの

で、地方分権型の新しい形のシステムの設計に

なっているのです。つまり分権体制の中での一

番最初の事例となっていて法律の設計思想が全

然違う訳です。そういう意味で建築基準法とは

全国一律の制度のそれが、京都を代表する弊害

規定にふれないので全国一律にしました。それ

が景観の場合には各地域で条例を作る時も景観

基本計画だけでもいいと認めています。ここで

質問しますと、京都府の景観計画はどうするの

ですか。その問題で条例を作る場合には条例を

作る基本思想の景観計画をどうするかというこ

とですね。そうすると京都府らしい景観とは何

か、良好な景観とは何かということを景観のイ

ンベントリーの形で住民参加で発掘して蓄積し

ていく仕事があります。それが部分的には入っ

ているのですが展開の３で全体の中から抜けた

のです。だから全体で景観計画をどうして良好

な景観とは何かということをどうして行くのか

がどこに行ったのでしょう。だからそこの表現

はこれでいいのかなと思います。

（上村）今後の推進プランを出す柱の考え方と

してはある程度、地方分権型でないといけない

と思います。景観は条例によって決められると

いうことを知らしめることが必要です。更に良

好な景観を持つまちは、不動産価値が上がった

りします。電線を地中下してまち並みを揃えた

りすると、一見景観を阻害するようでも結果と

してまちの様々な価値を上げるので、それに加

えて良好な景観というのは難しいのですが、誰

が見てもある程度いい景観はあるのだという信
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念を持って良好な景観という普遍的な美しさが

あるという前提の中で誘導していけばよいこと

になります。だから３ページの④では全国一律

の制度から色々な選択肢が増えたということを

書けば分かりやすいですし、それを②のまちづ

くりとしてのものによって皆で取り組めば色々

なことができるという②と④が連関して読める

ようになるといいと思います。

（池田）ご指摘の通りだと思います。

（井上）非常に伝統のある都市空間を見るとか

なり良く保存されていたり、美観や善し悪しの

問題はともかくとして、美観がよく交わされて

います。それは何かというと単に法律や警察権

だけではなくてその土地の人の順序意識、言い

換えるとプライドなんです。かたや少数民族は

非常に高いプライドを持っています。これは私

達が学ぶべき非常に大事なことだと思います。

景観あるいは生業と空間の関係についてはプラ

イド、誇りを持っていなくてはなりません。こ

れが京都の場合は非常にお粗末と言っていいか

と思います。前から最近京都は非常にだらしな

いという感覚を強く抱いていました。やはり住

民意識を育てるという意味で地域での特性、自

然環境、文化的環境を住民に認識してもらうよ

うにしつつプライドを考えてもらうことが住民

。意識のもう一つの力になりはしないでしょうか

（池田）これは施策の方向と重点施策で大いに

謳い上げたいですね。

施策の基本方向について

（池田 「３ 施策の基本方向」はどうでしょう）

か。

（京都府）府民の意識の形成というのは大事で

あると、この委員会の最初の頃からずっと言わ

れておりました。そこで、私どもも意識はして

いたはずなのですが、最終的に項目として啓発

という部分が力を入れる４つの中から抜けてし

まっている形になっているので、これを５つと

するか４つのままで啓発という項目を織り込ん

でいくのか、どちらにするかは別にしてその点

を書き込んでいきたいと思います。

（池田）まずは住んでる方たちが意識がないと

いくら法律的なことをいってもだめなのです。

住民意識という、ここは自分のところなんだと

いう意識がないと何もできません。ヨーロッパ

では法律なんかなくてもきちんとやれるところ

はやっています。何か言われなくてはできない

というのは困ります。

(門内)景観法をよく見ていると、基本的には景

観も公共性をもっているから、要するに自分が

敷地に家を建てても見えてしまいます。だから

ある程度の公共的な責任を持って建てなければ

いけません。ということは各個人が我慢しなく

てはいけない部分が出てくる訳ですね。我慢す

る事によってより大きなレベルで都市が美しい

という形になるのですが、景観法の法的な観点

からの検討で言えば我慢した分をその変わりに

住民参加ができて、その分主張ができるという

ことです。参加がビルトインされている大きな

理由は、我慢しなさいというのが前提にあるか

らです。景観が公共的なものだからこそ我慢が

必要で、我慢するだけではいけないから自分で

主張してできるようにしましょうということで

す。ただ、先程の景観のインベントリーという

か、景観資源の開発もそうなんですが、自分た

ちの町のどの景観が美しいのか、どういう景観

を意識して取り出してくるのか、それを場合に

よっては一般論ではなく、京都の言葉や、そう

いう事に蓄積されているものも含めて、ひっぱ

り出していく、それが良好な景観というものを

見定めていくステップになるので、住民参加の

一番に入れて頂くのがいいのですが、それは、

基本的に景観法の裏側といいますか、法的な仕

組みとして我慢させるものの見返りとして法設

計がされている訳です。

(池田）上の方から与えたのではだめで、意識を

持たなければなりません。これを３つの視点、

４つの取り組みで意識して書いています。だか

ら担い手支援の話も大事です。

(坂上 「府民、NPO等及び事業者の役割」という）

所で事業者という活動のイメージがこの文章で

はわかりにくくて、右の景観法をみればこの事

業活動というのは、土地の利用等の事業活動に

関し、というように具体的に書いているので、

その表現を左の方にも利用された方がこの文章
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の事業者というのは理解しやすく、宣伝にもな

るのではないかと思います。

(石本 「府民の役割」で「行政が行う施策につ）

いて積極的に参加します」となっています。こ

れを行政が行う施策の上で、修正前の市町村の

役割の部分では「景観づくりを推進します」と

ありますね。それではその施策を誰がつくるの

だということになります。法律では住民の責務

等を書いていて、地方公共団は施策を策定し実

施する責務を有するとも書いてるので、少なく

とも、市町村の役割としては必要です 「施策を。

推進します に戻すべきではないでしょうか 府」 。「

民について行政が行う施策に積極的に参加、協

働することが望まれます」ではなく 「協働しま、

す」の元の文章の方が法律に基いていていいの

ではないかと思います。以前の文章と今日ので

は基本的に元の文章に戻した方がいいと思いま

す。

（京都府）ここは京都府が書く場合に京都府か

ら見た書き方に変えただけで、考え方を変えた

ことではないのですが、もとに戻したほうがい

いという事なら元にもどします。

(石本）行政が行う施策に積極的に参加というの

は行政にも責任があるのに、行政の施策はとい

う説明がない以上、府民の側から読んだ時に、

どの施策にどうやって参加するかが分からない

と思います。京都府もこの施策を積極的に作り

ます、市町村に対しても指導しますという政策

に対して府民は協力すべきですよ、というもの

なら分かりますが、府民の義務だけが書いてあ

って上の施策のところが少し弱いのではないか

と思います。施策を作りますというところをも

う少し明快に書くべきではないでしょうか。府

民から読むと全部押し付けという風に読まれて

しまうのではないかと読んでいて思いましたの

で、ご配慮いただきたいです。

(井上）法というのは行政あるいは国家単位でつ

くられる場合があるのですが、法そのものの存

在を住民意識の方にもっと仕向ける方法があり

ます。それが住民意識につながっていくと思い

ますので、法というのは絶対パーフェクトにな

りえないという点があります。だから、法のど

こに今存在してるかということを行政ではなく

住民側に自ずから法を持ってもらうという、大

きな転換を図ってもらったらいいと思います。

(池田）できるだけ府民の視点に立って表現した

方が有利だろうと思います。

(金田 「３つの視点」の前文で 「生活者にとっ） 、

ては快適で心地よく、来訪者にとっては魅力的

で楽しい」という表現なのですが、これは景観

法の基本的な考え方からすると少し方向が違う

のではないかと思います。景観というその地域

にとっての自然環境や文化的伝統やそういった

ものと一体化してできあがったものを大切にし

ていきながら云々という方向性が景観で、その

ためには若干の我慢をして、地域の総体として

の立場としてあっても少し個人的な嗜好性をあ

まり表に出さないという意味が入ってると思う

のです。しかし、そういう部分の方向性とは少

し違ってこの表現は少し違和感のある表現なの

でもう少し工夫してもらった方がいいと思いま

す。

(門内）関連して言えば、生活者にとっても魅力

的で楽しくあって欲しいし、来訪者にとっても

帰ってきて心地よくあって欲しいし、さらに、

コミュティ（社会集団）にとっての問題もある

ので少し薄っぺらになった感じですね。

③の「生活・交流」で中には生業という形で

入っているのですが、タイトルが「生活の生産

活動」みたいな、現代の景観で言えばそうかも

しれませんが生活交流だけでいいのかなと思う

のと、文章としては、○の２つ目のあたりで生

活の方は、形態（生活形態）で、生業の方は環

境（生業環境）というも、少し変ないい回しだ

と思うので、その辺の文章を整理された方がい

いと思います。

(深町）キーワードに文化ということがあると思

うのですが、文化としての景観が失われている

ということからも 「文化」という言葉があると、

いいのではないかと思います。

(門内）啓蒙という言葉がよいのかわかりません

が、十分な良好な景観というのは何かを見極め

話し合って共有してそしてそれを蓄積し発信し

ていく、そこが分散して入っています。もとか

らはずれたのは良好な景観とは何かが問われて

いる訳で、例えば審議会等でその時にたまたま



- 6 -

思いついたものをいくつか並べて整理してもう

まくいきません。例えばワークショップ等をや

りながら各地域で京都の景観とは何かというス

トックを、蓄積していくプロセスを確立してい

くということが必要なのではないのかと思いま

す。だから啓蒙という言い方を復活するという

ことでけではなく、今のように下から良好な景

観を共有していくプロセスが１つあればいいと

思います。

(金田）それぞれの地域にとって好ましい景観を

見つけていくプロセスが必要です。

「景観まちづくり」という言葉について

(門内）６ページのところに「景観まちづくり」

とはと書いてありますが、京都府全体を考えた

時にまちづくりという言葉でいいのでしょう

か？例えば農山漁村も「景観まちづくり」とい

う中に入れてもいいのか少し気になりました。

(京都府）そういう指摘もあるのですが、私ども

は「まちづくり」ということで必ずしも都会や

町中だけでなく地域の振興というもの等も含め

てまちづくりという言い方をしているつもりで

す。更に京都府の総合計画でもまちづくりと言

った時に都市部の活動に限って使っているので

はないと思っているのですが、他に適当な言葉

が見つからないので、農村等も含めて景観まち

づくりという言葉をこれからも使っていきたい

と思っております。

(池田）私は景観づくりを使っていて、町興し、

村興しというのは全部町にしてしまう印象を受

けます。包括した言い方で行政的な圧力を掛け

る説明のようです。

(門内 「景観まちづくり」という言い方はごく）

最近一部のグループが使い始めたものですね。

(金田）これでいくと景観の重要な農地や人がそ

こに住んでいない生業の場所ではない部分を含

めた景観という概念がなんとなく伝わってこな

いのです。だからこれだと、受け取る側からす

れば例えば棚田があって「景観まちづくり」を

しても誰も「景観まちづくり」の対象だと認識

しません。

（ ） 、門内 便利ないい言い方だとは思うのですが

京都府という視点で考えた時にこれでいいのか

と思います。

（池田）各市町村に下りて来た時に住民参加を

して下さいという意味合いで使っているという

ことになります。

（門内）後々、自分への団体に全部引っ掛かっ

てくるということになります。

(池田）良い言い方はありませんか。

(門内）都市計画自身も３年前ぐらい前から都市

農村計画を使うようになりました。

景観づくりにしたらいいかというと化粧のみ

に見られるので、まちづくり、村づくりなど、

総合的な施策の中に景観を入れていかないとい

けません。景観づくりをすると景観だけを飾る

だけではだめなのです。だから仕方がない気も

しますが、少し引っ掛かってしまいます。

(池田）まちづくりの中に景観があるという意味

ではないでしょうか。

(金田）うまく言えないのですが、しばらくは地

域景観まちづくりとか景観まちづくりと２つく

らいの用語を使いながら定着するまで待つとい

うのはいかがでしょうか。

（金田）景観づくりだけでいくと不充分なので

そこで町や暮らしが付くのがいいのかどうかで

すね。

（門内）この定義を見ると「安らぐ環境づくり

活動」とありますね。ということは先程考えて

もらった景観環境づくりと感じが同じですね。

（上村）今、金田先生がおっしゃった景観コミ

ュニティづくりではだめなのですか。

(金田）それにしても少し狭い範囲になってしま

うと思います。

(門内）現在、様々な県で景観まちづくりが普及

し始めています。たくさん景観まちづくり条例

ができ始めていて、それと横並びでいくか敢え

て京都府は外すかという決断もあります

(京都府）都道府県では景観まちづくり条例とい

うのはないようなのですが、市町村ではいくつ

か景観まちづくり条例という名前を付けている

ようです。

(石本）ある先生の言葉ですが最近まちづくりと

いう言葉は使われすぎているので、まち育てと

しています。京都府らしい景観づくりを育てる
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条例というのは入れられればいいのですが景観

を育てるとはおかしな言葉ですね。

条例について

（池田）シンボル的な京都らしいキャッチフレ

ーズも打ち出しの上では重要です。なるべく短

い言葉があれば教えて下さい。

（坂上）どういう表現をするかという考え方の

前の整理が必要かと思います。全体を通して条

例化するとしたら、今の内容ではおそらく啓発

条例となるのではないでしょうか。つまり景観

をつくるとして京都府としてオリジナルの施策

。 、がなかなか見えてきません この構造を見ると

啓発、理念と仕組みをきっちりと整理をして市

町村がやるんだということをアピールする段階

の条例という風に認識できると思います。

、 、ただ 府としては広域特徴景観として天橋立

三川合流、学研都市この３つはモデルとして積

極的にやるということを示すことによって市町

村もモデルにならった形で進んでいこうという

のが戦略的な理解だと思います。そうすると敢

えて条例化する必要があるのか、法に基づいて

ここのプランだけで運用できるのかと、少し検

討の余地が残されているのではないかと思いま

す。京都府が強烈に全国に範を示すようなもの

がこの中に書いているかというと、残念ながら

どうもそうではなさそうな感じがします。しか

し、法をしっかりと体系化して京都府バージョ

ンを作るというのはおそらく市町村が主体でや

るんだという風に考えると、非常に難しいと思

いますので非常に柔軟にこの条例を考えて、例

えばステップアップ条例の第１段階だというよ

うな柔らかい整理をして、スタートをするとい

うことを考えてはどうかと思います。

まず一点は当面の方針として実施の第１号が

ここに書かれていて、引き続き第２号第３号と

いうのが先程言いました、事例もたくさん出て

きてその中で情報が増えてくるという今までの

法とは少し違う認識で表現してはどうかと受け

取っています。

、 、２つ目に申し上げたいのは 例えば行政政策

条例化となると、目標年次をどうするのかとい

うことです。そういう行政管理上、例えば、何

カ所ぐらいにするのかというボリュームの問題

ですね。こういったことはこの中で謳うのか謳

わないのかということもおそらく選択肢に入っ

てると思います。それは例えば２０１０年まで

にはこの啓発が終わって、色々な地域で市町村

景観づくりは完了するとか、具体的事業がいく

つか動いてくるとか、少し将来目標設定的なも

のを頭に描きながら進んでいくという目標イメ

ージ、事業ボリュームというあたりを少し改良

していただけるといいと思います。

(金田）今の坂上先生のお話を聞いて、京都府景

観取組み条例というのを思いつきました

(門内）条例の話が出たのですが、それは景観法

との関係を考えると、景観法の中の委任条例の

部分というのは入るのですか、入らないのです

か。

(京都府）入ります。天橋立等モデル的に広域的

な景観計画を作っていこうと考えているので、

その部分について委任条例の部分は入ってきま

す。

(門内）京都府の役割で市町村を支援しますとい

う話と、特別なところは京都府が直轄のように

やるという基本方針です。それから７ページの

広域的及び特徴的景観形成の推進のところで引

っ掛かっているのは景観軸という言葉です。

軸というのは真っ直ぐの直線に思えてしまっ

て、街道等もう少しやわらかいイメージだと思

うのですが景観軸というと軸一本で通すイメー

ジがあります。先程から考えていたのですが軸

という言い方は少し堅いと思います。何となく

ネットワーク化していくような感じがいいので

すが。うまい言葉が今は見つからないですね。

（仲）景観軸のところで、道路河川等と書いて

あるので、イメージとしては、帯状に連なると

。ころをイメージして書かれたのかと思いました

それとは別ですが、公共施設の中で例えば学

校とか観光施設とか点的に建物が存在するよう

なものはこの中ではあまりイメージされていな

いのかなという気がするのですが。

（井上)漢字ばかりを並べるのもいいのですが、

ひらがなというのは京都らしさもあるので敢え

て景観もひらがなにして「けいかん文化条例」
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とするのもあり得るかなと思います。

(池田)ひらがなでけいかんはおまわりさんと間

違われませんか。

仲先生は文化的景観委員会にも入っておられ

るのですが何か施策はあるのですか。

(仲)文化的景観委員会の方もまだまとめの段階

に入ってないので、次の段階でお話できると思

います。

（金田）京都府が京都らしい文化的な景観を考

えていくという形でその中の文化庁が認定する

重要文化的景観というのは文化庁で規定するこ

とになるので、新しいのもはそこに挙げること

になっていますが、単にそれだけではなく京都

市地域も入れない訳ではないのです。そこで、

とにかく京都府らしい形で考えていこうという

方向で今考えています。

(池田)一番最初にまちづくり条例のことをお話

しました。京都府の景観及び条例であるという

。キャッチフレーズや謳い文句はないでしょうか

一言で景観まちづくりと言ってしまうと面白く

ありません。マネジメントと言っても少し違い

ますね。

(金田)景観まちづくりという表現で景観を更に

使うと限定されてしまうので、頭に何かを付け

、 、て 例えば京都文化の森づくり事業という表現

つまり京都文化の景観条例と京都文化の景観づ

くりのように頭に何かを付けてやるという方法

も考えてみてはいかがでしょうか。

(上村）うちのNPOの名称でもあるのですが京都

らしいとなるとやはり、京都華やぎの景観、京

都麗しの景観等、京都独特の景観が出せるよう

な、形容詞を頭につけるのはどうでしょうか。

(門内)京都府景観・環境づくり条例はどうでし

ょう。

（仲）かなり今は景観についての保守的な議論

なので広がりについては恐らく条例を作った時

に最初に景観とは何かと詳しく説明すると思う

ので、私は単純に、京都景観条例でいいと思い

ます。

（池田）一番すっきりしていますね。

重点施策について

（池田）ありがとうございました。最後になっ

て施策と推進等の難しい話になりました。

（仲）先ほどの公共事業のところで言い忘れて

いたのですが、保全、修復の視点です。京都の

なかでもブラウンフィールドと呼んでいるので

すが、ちょっと思わず悪いことをして見たくな

いもの、例えばゴミ捨て場でありますとか、大

きな採石場の近代の開発の爪痕、そういったも

のを府としては積極的に修復し、変えていくと

いうこと、あまりそういったものを謳っている

のを見たことがないのですが、そういった、負

の遺産に対する姿勢にも取り組むことで特徴を

出せる思います。

（上村） ちょっと質問ですが、景観まちづくり

アドバイザーの派遣と１０ページにあります。

「あらかじめ登録した関係分野の専門家を派遣

し」という部分が入っているのですが、この景

観まちづくりアドバイザー とは、単に技能の専

門家というよりも多重な多彩な知識が必要で法

形成の方向から色々な実務のことも分かってい

なくてはいけないし、多角的な人材が必要なの

だろうとは思うのですが、例えば景観まちづく

、りアドバイザーになるにはどうしたらいいのか

どんな人がなれるのか、少しイメージがわかな

いので例えばどんな方を考えていらっしゃるの

か、どうしたらこの景観まちづくりアドバイザ

ーになれるのかというのがもう少し分かる方が

いいです。

９ページのところで初めて美化、緑化という

言葉が出てきたのですが、景観を考える時に美

化というものは大切なことですし、美化意識と

いうのは景観につながっていくところです。ま

た美化を進めていくことが一番できる第一歩の

まちづくりになると思います。京都府さん、ア

ドバイザーというのはどんなイメージなのでし

ょうか。

（京都府）まだ具体のところまでは十分検討で

きてないのですが、先行してやっていらっしゃ

る市なりの事例を見ていますと、都市計画関係

のコンサルタントさんや、建築家や、ＮＰＯで

活動をされている方が多いと思っています。

（ ） 。金田 私はそれはあまりよくないと思います

やはり景観を考える時は身近なところ、そこに
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住んでいる人達が考えるのですから、そこに住

んでいる人達にとっては周囲の状態は当たり前

の状態なのです。その当たり前の状態が実はど

う意味があるのか、どういう価値があるのかど

う変えれば価値が高まるのかという視点の論点

を持ち込んでみんなで議論ができる人が一番大

事だと思います。それをコンサルタント等に持

って行ったらはっきり言っておしまいです。

（池田）地元と住民が困った時にすぐアドバイ

スできる人がいいですね。

（門内） イギリスで非常におもしろい事例があ

りまして、タウンマネージャーというのものが

あって、町に雇われるんです。そしてまちづく

りでまちの健康指数、どのくらいもうけがあが

ったのか全部指標化して比較できるようにしま

す。そしてすごく成果が上がったらその人は 別

の町からスカウトされて移って行くのです。そ

ういうものも評価機構と一緒でその手腕が評価

されるのです。町を健康診断して一律の尺度で

町全体を計る仕組みができています。そこに一

種の景観まちづくりアドバイザーを評価をした

り、資格で選ぶことにし、その資格の運用の仕

方を工夫していけばいいのではないかと思いま

す。

（深町）府ができることとして、情報を発信し

ていくとか勉強会をするとかがあるのですが、

その前提としていろいろな景観を、地域らしい

景観とは何か、それを支えていく文化とは何な

のか等の情報をきちんと整理して府全体でスト

ックをしていく。そういうものがあってはじめ

て発信できるし、地域づくりとして出して行け

ると思うのです。

地味だとは思いますが、それぞれの地域でこ

れから景観を考えていく上で基礎となるような

情報を根本的に積み上げていけるような仕組み

が必要だと思います。

（池田）ありがとうございました。

本日の意見を事務局で修正してもらい、パブ

リックコメントにかけていくこととして、確認

は座長の方でさせていただきます。


